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別表第３ 許可の基準 

建
築
物
等
に
表
示
し
、
又
は
設
置
す
る
も

の 壁面に表示し、

又は掲出する

もの 

総表示面積 一壁面につきその壁面面積の５分の１以下 

突出幅 壁面の端から突き出してはならない。 

設置形態 
窓その他の開口部をふさいで表示し、又は設置してはならない。

ただし、広告物等が広告幕である場合は、この限りでない。 

壁面から突き

出すもの 

突出幅 壁面から１メートル以下 

上端の高さ 軒の高さ以下 

屋上に表示し、

又は設置する

もの 

総表示面積 
広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の５分の

１以下 

突出幅 壁面から突き出してはならない。 

上端の高さ 軒の高さの３分の５以下 

バス停留所の

上屋に添加す

るもの 

一表示面積 ２平方メートル以下 

建
築
物
等
か
ら
独
立
し
た
も
の 

一表示面積 ３０平方メートル以下 

総表示面積 ６０平方メートル以下 

上端の高さ １５メートル以下 

自己の氏名、

名称等を表示

するため表示

又は設置する

広告物等 

広告物等相互

間距離 
５メートル以上 

鉄道等との距

離 
２０メートル以上 

上記以外の広

告物 

広告物等相互

間距離 

５メートル以上 

（ただし、道路の路肩から側方へ２０メートル以内の区域にお

いて一表示面積が１０平方メートルを超えるものにあっては５

０メートル以上、鉄道等から側方へ１００メートル以内の区域

において一表示面積が１０平方メートルを超えるものにあって

は１００メートル以上であること） 

鉄道等との距

離 

商業地域    ２０メートル以上 

その他の地域 １００メートル以上 

広告幕 

広告物の大き

さ 

幅１．５メートル以下、長さ１５メートル以下 

（旗、のぼり及び横断幕にあっては、幅が１．２メートル以下、

長さ１０メートル以下であること） 

設置形態 

非常用の進入口及び避難器具が設置された窓その他の開口部

（建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１２６条

の６第２号に規定する窓又は開口部を含む。）をふさいで表示

し、又は設置しないこと。 

アドバルーン 

気球の直径 ３メートル以下 

広告幕の幅 １．５メートル以下 

広告幕の長さ １５メートル以下 

傾斜角度 地表面に対して４５度以上 

立看板 一表示面積は、２平方メートル以下であること。 

はり紙及びはり札 
表示面積は、はり紙にあっては１平方メートル以下、はり札に

あっては０．５平方メートル以下であること。 

アーチ 

一表示面積 １５平方メートル以下 

総表示面積 ３０平方メートル以下 

備考 

国道、県道及び市道には設置しないこと。ただし、道路管理者

が支障がないと認めたもので、表示内容が公共的なもの又は一

時的に設けるものについては、この限りでない。 
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電
柱
類
を
利
用
す
る
広
告
物 

袖付広告 

広告物の大き

さ 

縦１．２５メートル以下 

横０．４５メートル以下 

突出幅 柱から１メートル以下 

設置個数 柱１本当たり１個以下 

塗装広告又は

巻立広告 

広告物の大き

さ 

縦１．８メートル以下 

横０．５メートル以下 

下端の高さ 地上から１．３メートル以上 

表示面数 
柱１本当たり２面以下。ただし、塗装広告と巻立広告を同時に

表示できない。 

消火栓標識利

用広告 

広告物の大き

さ 
一表示面積０．３２平方メートル以下 

突出幅 支柱から０．８メートル以下 

表示面数 柱１本当たり２面以下 

設置個数 柱１本当たり１個以下 

バス停留所標

識を利用する

もの 

一表示面積 表示板の一表示面積の３分の１以下 

鉄道車両又は自動車登録規則別表第

２に規定する人の運送の用に供する

乗車定員１１人以上の自動車を利用

する広告物等 

一車体当たりの総表示面積が、車体の表面積（道路、鉄道、軌

道又は索道に接する側の面を除く。）の１０分の３以下である

こと。 

窓その他のガラス部分、タイヤ等、車体以外の箇所に表示し、

又は掲出する物件を設置しないこと。 

車両の前部又は上部に表示し、又は掲出する物件（自家用広告

物は除く。）を設置しないこと。 

自動車登録規則別表第２に規定する

広告宣伝用自動車 

窓その他のガラス部分、タイヤ等、車体以外の箇所に表示し、

又は掲出する物件を設置しないこと。 

車両の前部又は上部に表示し、又は掲出する物件（自家用広告

物は除く。）を設置しないこと。 

上記以外の自動車を利用する広告物

等 

一側面における表示面積が１．８平方メートル以下で、かつ、

後面における表示面積が０．６平方メートル以下であること。 

車両の前部又は上部には表示し、又は掲出する物件（自家用広

告物は除く。）設置しないこと。 

 

備考 

１ 自己の営業に係る特定の商品名等を表示するものにあっては、その表示面積が全体の表示面積の

２分の１未満であるものに限る。 

２ 壁面面積には、開口部を含むものとする 

３ 「突出幅」とは、壁面から広告物又は広告物を掲出する物件の端までの距離をいう。 

４ 屋根等に表示し、又は設置するものは、屋上に表示し、又は設置するものとみなす。 

５ 煙突等の工作物に表示し、又は設置するもののうち、その側面を利用するものにあっては壁面に

表示し、又は設置するものとみなし、側面より上方を利用するものにあっては屋上に表示し、又

は設置するものとみなす。 


